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だれでも食堂のご案内

　浦臼の野菜をできるだけ使用して月に１回町民が開く、町民のための食堂です。
混雑をさけるため、予約制での開催といたしますので、事前にお申し込みをお願いします。
たくさんの方のご来場をお待ちしております。

日　　時：９月１６日（土）１１:３０～１３:３０
　　　　　※１１：３０から３０分ごとの時間予約制です。
メニュー：三色丼

※会場が使用できない場合は中止となります。

料　　金：大人２００円　１８歳以下無料
開催場所：ふれあいの家（中央団地敷地内）
申 込 先：電話：０９０－２８１１－８１９６
　　　　　代表　鎌田　眞美

自衛官募集

※新型コロナウイルス感染拡大の影響により、受付期間および試験日が変更・延期される場合があります。
　また、自衛官候補生は募集定員に達した時点で年度内の募集を終了する場合があります。
　詳しくは、自衛隊札幌地方協力本部滝川地域事務所までお問い合せください。
　電話：２２－２１４０　ホームページ：https : //www.mod.go.jp/pco/sapporo

募集種目 資格 受付締切日 試験日

防衛大学校
学生

（一般採用） R６年４月１日現在
１８歳以上２１歳未満の者
高卒者（見込み含む。）
または高専３年次修了者
（見込み含む。）
詳しくはお問い合わせくださ
い。

R ５年１０月１８日
１次：R ５年１０月２８日
２次：R ５年１２月１・２日
　　　のうち指定された日

防衛医科
大学校学生
（医学科）

R ５年１０月１１日
１次：R ５年１０月２１日
２次：Ｒ５年１２月１３日～１５日
　　　のうち指定された日

防衛医科
大学校学生
（看護科）

R ５年１０月４日
１次：R ５年１０月１４日
２次：Ｒ５年１１月２５・２６日
　　　のうち指定された日

自衛官
候補生

（女子）

１８歳以上
３３歳未満の者
現在３２歳の方は生年月日に
より応募の可否が変わります。
詳しくはお問い合わせくださ
い。

年間を通じて行って
おります。
第４回
R ５年１１月９日
第５回
R ５年１２月８日

第４回：R ５年１１月１９・２０日
　　　　のうち指定する日
第５回：R ５年１２月１６・１７日
　　　　のうち指定する日

自衛官
候補生

（男子）

台風に備えて～改善された台風情報の活用～

　８月から９月にかけては、１年で最も台風の発生・接近・上陸が多くなる時期です。強い勢力を保ったま
ま北海道へ接近・上陸することもあり、主に暴風・大雨・高潮・高波による災害をもたらします。台風が接
近して災害のおそれがある場合、気象台は警報や気象情報を発表し、警戒を呼びかけます。気象庁ホームペ
ージでは、お住まいの市町村を設定し防災情報を確認することができますので、台風が近づいている際には、
こまめにチェックし台風による災害に備えましょう。

お問い合わせ　札幌管区気象台天気相談所
　　　　　　　電話：０１１－６１１－０１７０
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スキルアップセンター空知　令和５年度　一般住民講座

項目名 内　　　　　容

タ イ ト ル 初心者のためのExcel ２０１９受講者募集

主 催 （一社）中空知地域職業訓練センター協会

概 要 表の作成や編集、グラフの作成、並べ替えや抽出によるデータベース処理など基本的な
機能の紹介とともに操作方法を学びます。

定 員 １２名（６名未満で中止）

日 程 １０／１０（火）から１１／２（木）（毎週　火・木／全８日）

時 間 １８：３０から２０：３０

受 講 料 １４, ３００円（テキスト代・消費税込）
・開講日に当センター受付にてお支払いください

対 象 者 文字入力とマウス操作ができる方

応 募 〆 切 ９／２９（金）

会 場 スキルアップセンター空知

申 込 方 法 下記ご連絡先にてお申込みください（平日９: ００から１７:３０）

お問い合わせ スキルアップセンター空知（担当：研修課　安藤）
電話：０１２５－２４－１８８０

年金生活者支援給付金制度

　公的年金等の収入や所得額が一定基準額以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして年
金生活者支援給付金が支給されます。
　受け取りには請求書の提出が必要です。ご案内や事務手続きは日本年金機構（年金事務所）が実施します。

高齢者への給付金

以下の要件をすべて満たしている方が対象になります。
　・６５歳以上で老齢基礎年金を受給している
　・世帯全員が市町村民税非課税である
　・年金収入額とその他所得額の合計が約８８万円以下である

障害者や遺族への給付金

以下の要件をすべて満たしている方が対象になります。
　・障害基礎年金または遺族基礎年金を受給している　　・前年の所得額が約４７２万円以下である

請求手続き
　すでに年金を受給している方で、新たに年金生活者支援給付金の対象となる方の場合、日本年金機構から
請求手続きのご案内が届きます。同封のはがきを記入し、日本年金機構に郵送してください。
　原則、お手続きいただいた翌月分から支給の対象となりますので、お早めに請求を行ってください。給付
金は、２か月分を翌々月の中旬に、年金と同じ受取口座に、年金とは別途振り込まれます。
　　（例）８月分・９月分→１０月中旬（年金の支払日と同日）へお振り込み

お問い合わせ先

　年金生活者支援給付金に関するご相談やご質問は、
給付金専用ダイヤル　電話：０５７０－０５－４９０２へお電話ください。


